
　一般競争入札（条件付）を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の６及び備南水道企業団の契約に関する規程（昭和５３年管理規程第４号）第４条の規定により、次の

とおり公告する。

令和６年４月２６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備南水道企業団企業長　伊東　香織

１　入札に付する事項等

自動水質監視装置 ２台

導電率計用変換器 １台

色濁度計用変換器 １台

ミニUPS（2KVA） １台

ミニUPS（3KVA） １台

円（消費税及び地方消費税を含む。） ※適用税率　１０％

電気工事 工務課

 要（請負代金額の１００分の１０以上） 無

前 金 払
　請負代金額が５００万円以上の場合、請負代金額の１０分の４以内（１０万円未満は切り捨
て）の前払金を前払金保証事業会社の保証を要件として支払うことができる。

中 間 前 金 払
　請負代金額が１，０００万円以上の場合、請負代金額の１０分の２以内（１０万円未満は切り
捨て）の中間前払金を前払金保証事業会社の保証を要件として支払うことができる。

建設リサイクル法

最低制限価格の有無 有

最低制限価格基準率 ０．７７

　備南水道企業団建設工事等最低制限価格取扱要領（以下「要領」という。）の規定に基づき、
最低制限価格(税抜)＝予定価格(税抜)×(最低制限価格基準率＋(0.0005Ｘ＋0.00005Ｙ))
により設定する。なお、算出された価格の千円未満を切り捨てる。
※ただし、Ｘ及びＹは０～９の整数（変数）で、入札時に要領で定める方法により決定する。

契 約 保 証 部　　　分　　　払

契約日から令和７年１月２４日まで

工 事 概 要

予 定 価 格 ２９，４６９，０００

発 注 業 種 施行担当課

　　入　札　公　告

記

施行番号 改第１号

入
札
に
付
す
る
事
項

工 事 名 酒津浄水場外計装機器更新工事

工 事 場 所 倉敷市　酒津　地内外

工 期
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２　入札参加資格要件　※入札に参加できる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者に限る。

３　入札手続等

　・質問書送付先　  　ＦＡＸ　０８６－４３５－２５６２（事務課）

　・質問締切日時 　 　令和６年５月　７日（火）　１７時１５分まで

　・回 答 日 時 　　　令和６年５月１０日（金）　　９時以降

配置予定技術者
　法に定める電気工事に係る技術者を配置できること。
　なお、工場製作のみが行われる期間と現場施工期間でそれぞれ別に技術者を配置する場合は、
この工事の基準を満たす者に変更することができる。

問 い 合 わ せ 先
　備南水道企業団事務課
　電　話　０８６－４２６－３６７１
　ＦＡＸ　０８６－４３５－２５６２

開 札 日 時 令和６年５月２１日（火）　　　　１０時００分

提 出 書 類
・入札参加資格審査申請書　※備南水道企業団ホームページよりダウンロードすること。
・配置予定技術者の資格を証する書類の写し（Ａ４判で提出すること。）

４　その他

その他注意事項
　この公告に定めるもののほか入札参加に関し必要な事項は、一般競争入札（条件付）公告共通
事項に定めるものとし、備南水道企業団ホームページに掲載するものとする。
　備南水道企業団ホームページアドレス（http://binansuido.sakura.ne.jp/）

設 計 図 書 配 布
申込及びダウン
ロ ー ド 期 間

令和６年４月２６日（金）８時３０分から令和６年５月２日（木）１７時までの間

設 計 図 書 に
対 す る 質 問

入札書受付期間
令和６年５月１３日（月）から

令和６年５月１７日（金）まで

総 合 値 の 点 数

　令和５年度の入札参加資格における電気工事の総合値（要綱第６条第１項の規定による点数の
合計値）が、５２０点以上の者。
　なお、各登録業者の総合値は、倉敷市役所契約課ホームページへ掲載しているので参照のこ
と。

登 録 業 種

　備南水道企業団の建設工事請負契約競争入札参加資格に関する要綱（平成１３年４月１６日施
行）第４条で規定する倉敷市建設工事請負契約競争入札参加資格に関する要綱（平成元年倉敷市
告示第２０７号。以下「要綱」という。）に基づく電気工事における令和５年度の入札参加資格
を有する者。

市内外業者区分
　入札の公告日において、次のいずれかに該当すること。
　　・市内業者（倉敷市内に本社又は本店を有する者）
　　・県内業者（倉敷市内を除く岡山県内に本社又は本店を有する者）

地 区 要 件

施 工 実 績

　平成２１年４月１日以降に、電気工事として発注された請負金額５００万円以上の公共工事
（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第２条第
２項に規定する公共工事をいう。）を元請けとして施工し完成し引き渡した実績（特定又は経常
建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。）が
あること。ただし、共同企業体の構成員としての実績額の取扱いについては、請負金額に出資比
率を乗じて得た額をもって施工実績額とみなすものとする。
（注）施工実績には、工事請負契約書の写し、一般財団法人日本建設情報総合センターの竣工時
工事カルテ受領書又は登録内容確認書の写し等、施工実績が確認できる書類を添付すること。

建 設 業 の 許 可
　入札の公告日において、契約締結先となる営業所等が、建設業法（昭和２４年法律第１００
号。以下「法」という。）第３条第１項の規定に基づく電気工事業に係る許可を受けているこ
と。

2／2


